
求職者支援法案(仮称）
1

｢歪栗あ厩ヨー
雇用保険を受給できない求職者であって､労働の意思及び能力を有する者

に対し､その就職の促進のために必要な職業能力を高めるための訓練を受
講する機会を確保するとともに､一定の要件を満たす場合には､訓練期間中
の生活の安定に資するための給付金を支給すること等を内容とする制度を創
設する。

…
現在､労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会､職業能力開発分科

会)において具体的な制度設計について検討中であり、年内に報告書を取りま
とめ､来年1月中に法律案要綱を諮問･答申予定。

…
平成23年度中
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別紙

求職者支援法案(仮称）

1 法案の概要

雇用保険を受給できない求職者であって、労働の意思及び能力を有するものに対

し、その就職の促進のために必要な職業能力を高めるための訓練を受講する機会を

確保するとともに、一定の要件を満たす場合には、訓練期間中の生活の安定に資す

るための給付金を支給すること等を内容とする制度を倉ﾘ設する。施行期日について
は、平成23年度中を予定。

2法案が必要と考える背景・理由

非正規労働者や長期失業者の増加等を受け、雇用保険を受給できない離職者等に

対する支援の必要性が高まっていることを踏まえ、雇用保険を受給できない者に対
するセーフティネットを強化することが必要である。

3具体的な改正事項又は創設事項について

具体的な制度設計については、緊急人材育成支援事業の実施状況を踏まえつつ、

現在労働政策審議会において検討中であるが、 目的、制度の対象、訓練、給付金の

支給､不正受給の場合の返還命令､訓練機関への立入検査権限､罰則等については、

法律に規定する必要があると考えている。

4その他特記事項

(1)予算・税制との関係

①必要な予算については、平成23年度概算要求において事項要求としており、

予算編成過程において検討することとしている。

②平成22年度税制改正大綱において、本制度の給付については、所要の法整備

が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、非課税措置及び差押禁止措置

を講ずることとされている。

(2)他省庁との調整状況

今後、予算について財務省と、罰則規定に関して法務省と調整をしていく必要
がある。



（3）その他

①閣議決定

○新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定）

第3章7つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

（6） 雇用・人材戦略

（成長力を支える「トランポリン型社会」の構築）

「第二のセーフテイネット」の整備（求職者支援制度の創設等）や雇用保険制

度の機能強化に取り組む。

※工程表において平成23年度に実施すべき事項として記載

②与党マニフェスト

○民主党マニフェスト2010

「2011年度中に「求職者支援制度」を法制化するとともに、失業により住まい

を失った人に対する支援を強化します｡」

③労働政策審議会

現在労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会、職業能力開発分科会)にお

いて具体的な制度設計について検討中であり、年内に報告書を取りまとめ、来年
1月中に法律案要綱を諮問・答申予定。
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｢新成長戦略｣と｢各党のマニフェスト2010」

『新成長戦略』(平成22年6月18日閣議決定）

第3章7つの戦略分野の基本方針と目標とする成果
（6）雇用･人材戦略

（成長力を支える｢トランポリン型社会｣の構築）

「第二のｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ｣の整備(求職者支援制度の国|設等)や雇用保険制度の機能強化に取り組む。

※成長戦略実行計画(工程表)では､求職者支援制度の創設は｢2011年度に実施すべき事項｣とされている
一一 一一 一一

吾受而ﾏﾆﾗ王叉扇而L可-－」

民主党 自由民主党 公明党 社会民主党 みんなの党

63生活に困窮してい

る世帯の生活支援の
拡充

わが党が実施した職

業研修や訓練を行っ

ている方々に生活支

援を行う緊急人材育
成事業について恒久

化するとともに塾内容
を充実します。
若年者を中心に就労

可能な者について|ま、

仕事へ就くよう促すた

め､緊急人材育成事

業の活用を前提とした

上で､新たな生活保護

制度を含め支援制度
を見直します。

再建02 「もっとしごと」

働く者の使い捨てを許
さない

7.職業訓練と生活支

援費を支給する｢求職

者支援制度｣を法制化

します

○緊急人材育成支援事
茎(雇用保険を受給で
きない人等に職業訓練

と生活支援費を支給）

の実施を踏まえ､求職

者支援制度を法制化し
ます｡雇用保険と生活

保護の間に位置する新
たなセーフティネットとし

て機能強化をはかり圭一
丈堅

6.雇用

2011毎度中に｢求職者支

援制度｣を法制化すると
ともに､失業により住まい

を失った人に対する支援
を強化します。

2.格差を固定しない｢頑

張れば報われる｣雇用・
失業対策を実現する

③雇用保険と生活保護
の隙間を埋める新たな

セーフティーネットを構

築｡雇用保険が切れた
長期失業者､非正規労

働者等を対象に職業訓

練を実施｡その間の生

活支援手当の給付廷医
療保険の負担軽減策、
住宅確保支援を実施。

[実現したこと］
42求職者支援制度

職業訓練の受講を条件
に手当を給付する事業を
スタートさせ､既に12万

人以上の方に職業訓練

を提供しています。

(参考)マニフェスト2009

職業訓練期間中に､月

額最大10万円の手当(能
力開発手当)を支給する

｢求職者支援制度｣を創
設します。
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｢緊急人材育成支援事業｣について

○雇用保険を受給できない者(非正規離職者､長期失業者など)等に対する新たなセーフティネット
として､基金を造成し､ハローワークが中心となうて､無料の職業訓練及び訂||練期間中の生活給付

を実施。
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｢緊急人材育成支援事業」の概要
’

’ ｜ 厚生労働省 ｜
･事業の制度設計

･事業運営の監督｡指導
･業界団体等を通じた人材ニーズの
把握等

厚生労’中央職業能力開発協会

･訓練認定基準の作成､事業運営に係る調整

･訓練実施計画の認定

･訓練･生活支援給付及び各種奨励金の支給決定

等

－

部
委･各種申請書の取次及びそ

のﾁｪｯｸ結果の報告
訓練･生活支援給付の審査｡支給

【要件】主たる生計者であること等

【支給額】単身者:月10万円

世帯者:月12万円＜委託先団体(※1）＞

訓練コーディネート等のノウハウを有する団体

・訓練実施機関の開拓

・訓練実施計画の作成支援､申請書等のチェック

・キャリア･コンサルティング

･訓練実施計画の
翌定通知

…
･各種奨励金の支給

求
職
者
（
※
２
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

･訓練実施機関の開拓
･計画認定申請書等の提出 ･訓練実施計画の作成支援

＜訓練実施機関＞

受
講
勧

受
講

＜訓練コース＞

①再就職に必須の汀スキルを習得するための訓練(3か月程度） h】 5石

~
一国P，

■ ー

※2屈用保険を受給できない求職者

（非正規離職者､長期失業者など）
＜訓練実施機関への奨励金＞
○訓練コース新設に係る初期費用の助成(100～300万円）
○訓練実施に係る助成(受講生1人当たり月額6～10万円）
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基金副練の実施イメージ
【 I

D

ー

、
、
１
８
１
０
１

、
、
や
、
、

の習得のた I基礎的能力
めの訓練

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
１
、

』
■
Ｕ
“
０
■
・
■
■
凸
■
ｑ
二
日
８
日
Ｈ
ｒ
Ｕ
・
Ｉ
。
■
■
凸
■
■
』
■
■
■
■
Ｕ
■
■
■
■
４
“
■
９
日
■
二
■
■
・
■
■
Ⅱ
９
日
■
Ⅱ
■
Ｉ
■
ｌ
■
ロ
■
■
』
■
８
－
■
■
一
■
■
Ⅱ
■
■
旬
日
■
■
５
七
日
■
．
０
Ｆ
Ⅱ
Ⅱ
』
Ⅱ
０
．
Ⅱ
リ
リ
ロ
ひ
。
■
Ｊ
凸
■
■
ｔ
■
８
■
■
■
９
０
口
■
ｑ
“
Ⅱ
ｑ
《
Ⅱ
９
日
ｑ
』
■
■
ロ
■

’
’
’
０
１
１
１
１
１
日
１
ｔ

基礎鋳翌コース

e～6ケ月雛ノ
■

一

スの主な実施分野と規模】【実践演習コー…翌コース

③～6ケ月雛ノ・基礎力の養成

・主要な業界､職種に係

る短期間の体験の場の提
供等

分野･職種 具体的な訓練コース
ニーニ

，各業界､職種で求

められる知識･技能
の習得

情報通信､情
報処理､コンテ
ンツ等

プログラム(JAVAなど)｡ソフトウェ

ア,コーディネーター･システム運
用･構築プロモート等

| |F
介護･福祉 介護職員基礎研修､ホームヘル
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医師事務作業補助者(医療秘書）

等

医療

農業 造園､農業経営等

環境 リサイクル､第二種電気工事士等
一

地場産業､ものづくり､観光､サー

ビス等の地域ニーズに対応したも

の(上記分野を含む）

地域ニーズ、

、 少
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訓練・生活支援蛤付の概要
’

趣旨

雇用保険を受給できなくても安心して職業訓練を受けられるように､主たる生計者等一定の要件を満たす
受講者には､訓練期間中の生活費を給付 (希望者には貸付を上乗せ)する。

概要

（1）主な要件

以下のいずれにも該当する者

①公共職業安定所長のあっ旋により､基金訓練または公共職業訓練を受講している者
②雇用保険や職業転換給付金を受給できなL堵
③原則として申請時点の前年の状況で世帯の主たる生計者であること(※2）
④年収が200万円以下(※3)であり､かつ､世帯全体の年収が300万円|以下であること
⑤世帯全員で保有する金融資産が800万円以下であること

⑥現在住んでいる土地･建物以外に､土地･建物を所有してし唯い者

(2)受講者に対する給付金･貸付

【月額】

給付 貸付給付 貸付
■

(1)単身者 上限5万円10万円

(2)被扶養者を有する者 上限8万円12万|晋

※1 給付･貸付を受けるには訓練の出席日数が8割以上必要。

※2前年の状況で世帯の主たる生計者でなくても､(1)3年前までのいずれかの1年間において世帯で最も収入が多かった者､(2)3年より前

であっても､連続する2年間において､①世帯で最も収入が多かった者､②または独立して生計を営んでいた者については認められる。
また､世帯の構成員がすべて年収200万円以下であれば､収入の多寡に関わらず認められる。(ただし1世帯,名）

※3 申請時点で200万円以上であっても､離職などによって年収見込が200万円以下になる場合は認められる。

｜
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